
策定の趣旨等Ⅰ

山梨県アルコール健康障害対策推進計画（案） 概要

基本方針Ⅲ

施 策 の 柱段 階

○ 策定の趣旨
・清らかな水が豊富な山梨県には、14の蔵元があり、地域

ごとに異なる水質で多彩な日本酒を造っている。
・また、本県は日本のワイン発祥の地であり、日本を代表す

るワイン産地である。
・一方で、不適切な飲酒は、アルコール依存症やアルコー
ル健康障害の原因となる。

・アルコール健康障害対策基本法では、都道府県は、ア
ルコール健康障害対策の推進に関する計画を策定する
よう努めなければならないとされている。

【アルコール依存症】

「何よりも飲酒を優先させる状態」
飲酒のコントロールができない、離脱症状がみられる、健康問題等の原
因が飲酒とわかっていながら断酒ができないなどの症状が認められる。

【アルコール健康障害】
アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒
等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害。

○ 計画の位置付け
・健康増進法第8条の規定に基づき策定された「健やか山
梨21（第2次）」などと調和を図りつつ、アルコール健康
障害対策基本法第14条第1項の規定に基づき策定する。

○ 本計画の計画期間
・2018（平成30）年度を初年度とし、2022年度までの5カ年
とする。

【参考】酒量とアルコール健康障害の構造

現状及び課題Ⅱ

施策体系Ⅳ 数値目標Ⅴ

課題① 正しい知識の普及及び人材育成
・飲酒に伴うリスクやアルコール依存症に関する知識につ

いて、広く県民に普及。
・依存症者等の相談に応じている県や市町村職員などの
対応力を向上。

課題② 相談及び治療拠点の整備
・アルコール健康障害を有している者等が気軽に相談でき

るよう相談窓口を明確化。
・診療については、地域における依存症治療の拠点となる

専門医療機関を定め、支援体制を構築。

発生予防

進行予防

再発予防

（１）普及啓発活動の推進
⇒アルコール関連問題に対する関心と理解を図るとともに、高齢者の支援

に携わる職員等を対象にした研修を通じ、人材の確保・育成を図る 。

（２）未成年者等の飲酒の誘引防止
⇒小学校、中学校及び高等学校において、アルコールが心身に及ぼす影

響等について教育を行う。

障害福祉課

（３）妊婦健康診査及び保健指導
⇒妊婦健康診査及び母親学級等を通じて、妊婦自身や乳児への飲酒の

悪影響に関する知識等の普及啓発を図る。

（４）相談支援の充実
⇒アルコール健康障害を有している人等が必要な相談を受けることがで

きるよう、地域における相談体制の充実を図る。

（５）医療体制の充実
⇒治療等の拠点となる専門医療機関等を定めるとともに、身体科と精神科

の連携体制を構築し、適切な医療が受けられる支援体制を整備する。

（６）飲酒運転の防止
⇒関係機関・団体と連携する中、飲酒運転根絶の気運の醸成を図り、飲

酒運転を根絶するための取組を推進する。

（７）社会復帰への支援
⇒研修や情報提供を通じて当事者及び家族を支援する。

（８）民間団体の活動に対する支援・連携
⇒関係機関に対し、回復支援に役立つ社会資源についての情報を提供

する。

（アルコール関連問題に関する相談件数）
◇近年、増加傾向にあり、2016（平成28）年度は、精神保健福祉セン

ター及び保健所を合わせて、620件。

（アルコール依存症者の生涯経験者数（推計人数））
◇本県の2012（平成24）年の成人人口に置き換えた場合、本県のア

ルコール依存症の生涯経験者は、0.7万人と推計。

（生活習慣病のリスクを高める量のアルコールを摂取している者）
◇リスクを高める量のアルコールを摂取している者の割合（H21→ 

H26）は、男性（11.9% → 13.0%）・女性（3.4% → 7.8%）とも増加。

指標 現況値
目標値

（2022年度）

生活習慣病のリスクを高
める量のアルコールを摂
取している者の割合

男性 13.0％
女性 7.8％

（2014（平成26）年度）

男性 10.1％
女性 2.9％
※健やか山梨21に準ずる

未成年者の飲酒

中学3年
男子 6.0％
女子 6.1％
高校3年

男子 12.1％
女子 8.7％

（2016（平成28）年度）

0％
※健やか山梨21に準ずる

妊娠中の飲酒 1.1％
（2016（平成28）年度）

0％
※健やか山梨21に準ずる

依存症相談拠点
依存症専門医療機関

治療拠点機関
未設置

各1箇所以上
設置

１．正しい知識の普及や不適切な飲酒の防止
２．誰もが相談できる相談場所と、必要な支援につなげる相談

支援体制づくり
３．医療における質の向上と連携の促進
４．アルコール依存症者が円滑に回復、社会復帰するための

社会づくり

【基本理念】

発生、進行及び再発の各段階に応じた
予防対策の適切な実施により、適正飲酒を実現
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未成年者や高齢者などの世代や性別の特性に配慮しつつ、本県の実情に応じた取組を展開
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